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協会設立3周年記念シンポジウム（信託法改正10周年記念）

～信託を『道具として使い』社会の問題を解決する～

家族信託 学びから活用へ
®

既に家族信託に関する多くの書籍が出版され、「家族信託を知っている」という専門家の方々は確実に増えて参りました。
しかし、「既に家族信託の組成に数多く関わっています」という専門家の方は意外にまだ少ないのが現状です。
「学ぶこと」と「使うこと」とは違います。
今回のシンポジウムでは、「家族信託とは？」「家族信託でこんなことができる」という話題ではなく、
「家族信託をこのように提案している」「こんな流れで家族信託を使っている」という内容に焦点を当てた内容を
企画しております。

＜事務局＞
東京都千代田区神田神保町2丁目13番地 神保町藤和ビル4階
TEL：03-6734-5544 FAX：03-6734-0545
Mail：info@kazokushintaku.org
ホームページ：http://kazokushintaku.org/

2017年

月13日（木）
13:30～16 : 30 受付開始時間12 : 30～

会場：
東京都港区虎ノ門２丁目９番16号 日本消防会館

対象となる参加者様
司法書士／税理士／会計士／不動産・建築／
保険業務従業者／ファイナンシャルプランナー／
介護・医療関係者など
■お客様の財産のアドバイスをされている方
■相続を切り口とした業務を行っている方
■資産管理や承継の提案ノウハウを高めたい方

※プログラムの内容は変更の可能性がございます

ニッショーホール（日本消防会館）

参加費（税込・事前支払）

プログラム（予定）
（1）ご挨拶 一般社団法人家族信託普及協会代表

（2）基調講演『活力ある超高齢社会を創るために』
～資産の流通を促進し、豊かなセカンドライフを
提供できる社会へ～

一般財団法人不動産適正取引推進機構
研究理事（兼）調査研究部長 小林 正典様

宅建士の認定、不動産取引に関する調査研究、不動産政策の提言など幅広く
活動されている同機構の小林理事にご登壇いただき、我が国の不動産政策の
課題と今後の方向性・可能性についてお話をいただきます。
相続や資産承継をお考えのお客様に様々なアドバイスをされる専門家にとっ
て、不動産取引に関する将来ビジョンのお話は必聴です。

・会員の方：1,500円
(サポートサービス（月額有料）ご利用の方：無料)
・非会員の方：3,000円
※当日払い：5,000円（会員非会員問わず）

（2）活動事例紹介
・ご高齢の方々の願いを叶える信託組成事例
登壇：司法書士事務所リーガルエステート 司法書士 斎藤 竜様

セブン合同法律事務所 弁護士 菊永 将浩様

・わが国の森林資源を活かす『森林信託』とは？
→VTRによる解説と利用者インタビュー
登壇：一般社団法人 N-WOOD代表 三鍋 伊佐雄様

司法書士法人オフィスワングループ代表 島田 雄左様

（3）パネルディスカッション
「信託を『道具として使い』社会の問題を解決する」
家族信託は一部の専門家だけが担うものではありません。
お客様を、そして専門家を支援する様々なサポートが始まっています。
銀行、証券、生命保険等各界の方々にご登壇いただき、
家族信託を支援する具体的なソリューションの活用法をご紹介します。

家 族 信 託 検索

参加お申込み
「家族信託普及協会」ホームページ内のイベント詳細ページよりお申込みください。
＜当イベント詳細ページ＞

http://kazokushintaku.org/specialevent/sp_20170713/

【交通】
●東京メトロ銀座線
虎ノ門下車 ２番・３番出口徒歩５分

●東京メトロ日比谷線
神谷町下車 ４番出口徒歩１０分

スマートフォンからはこちら→

<パネラー>
三井住友信託銀行理事 プライベートバンキング部長 関本 豊様
共和証券株式会社ソリューション営業推進部次長 横溝 和夫様
プルデンシャル生命保険株式会社マネージャー 堀江 恵介様
ソニー生命保険株式会社営業企画部 主任 内田 亮一様
司法書士法人ソレイユ代表司法書士・本協会顧問 河合 保弘
本協会代表理事・司法書士 宮田 浩志

<モデレーター>
本協会代表理事・不動産コンサルタント 芳屋 昌治

主催：

協賛：一般社団法人相続診断協会 一般社団法人全国空き家相談士協会
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